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見直し状況の中間公表の様式 

資    格     名  公害防止管理者・公害防止主任管理者 

１ 見直しのスケジュール （1）見直し開始時期 

 １３年４月 

（2）結論予定時期 

 １６年３月 

（3）措置をとる場合の予定時期 

 １６年度 

２ 見直しの体制 （1）主管課 

 環境管理局総務課 

（2）責任者の官職氏名 

 総務課長 吉田 徳久 

（3）担当人数 

 ３人 

（4）見直し方法 

 産業界における実態を広く調査した上で、必要   

 に応じ外部有識者等の意見を聴取する予定。 

３ 当該必置資格等に係る

過去の指摘及びこれに対

する対応  

・臨時行政調査会最終答申（昭和５８年３月）に 

 おける指摘を踏まえ、試験事務の民間団体への 

 移譲を行った（指定試験機関制度の導入）。 

・資格制度等にかかる規制行政に関する行政監察  

 調査結果における「会計処理の適正化」の指摘 

 に関し、指定試験機関において平成１１年度決 

 算から特別会計で運用を進めるよう措置してい 

 る。 

４ 当該必置資格等に係る

制度改正の状況 

【新たな資格区分の追加】 

(1)改正年度  

 昭和５１年度、平成元年度、平成１１年度 

(2)改正内容  

 振動関係公害防止管理者（昭和５１年度）、特定 

 粉じん関係公害防止管理者（平成元年度）、ダイ 

 オキシン類関係公害防止管理者（平成１１年度） 

 の資格区分の新設 

(3)背景事情  

 振動規制法の制定（昭和５１年法律第６４号）、 

 大気汚染防止法の改正（平成元年法律第３３ 

 号）、ダイオキシン類対策特別措置法の制定（平 

 成１１年法律第１０５号）により産業公害の規 

 制が追加されたため 

【国家試験事務の民間移譲】 

(1)改正年度  
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 昭和６１年度 

(2)改正内容  

 指定試験機関制度の導入 

(3)背景事情  

 臨時行政調査会最終答申（昭和５８年３月）に 

 おける、試験事務の民間団体への移譲の促進を 

 受けた措置  

５ 見直しの基準・視点に

基づく見直しの状況 

（１）基準・視点① 

【廃止を含め在り方検討】 

・該当なし 

（理由）いまだ産業からの公害が発生し続け、新 

 たな有害物質の規制が強化される状況におい   

  て、国民の健康の保護と生活環境の保全の観点  

  から、産業界に対し、公害防止に必要な専門知  

  識・技術を有する者の必置を義務づけることは、 

  産業公害の防止に万全を期すための公害規制法 

 令の担保措置として、合理的であると考えられ 

 るため、当制度を廃止する方向で検討を行うこ 

 とは考えられない。 

（２）基準・視点② 

【代替手法の導入】 

・「環境・公害問題の状況や各企業の公害防止体 

 制の実態など、環境・公害問題をめぐる諸情勢   

 を踏まえて、公害防止対策のためにどのような 

 制度が最も適切であるのかを検討し、当該検討 

 の中で、公害防止管理者、公害防止主任管理者 

 の必置規制の在り方についても再検討するべ 

 き」との規制改革委員会の指摘を踏まえ、現行 

  制度と同等又はそれ以上の効果を有する新たな 

  組織の仕組みについて慎重に検討することとす 

  る。 

（３）基準・視点③ 

【必置単位、必要人数、資

格者の業務範囲の見直

し】 

・該当なし 

（理由）１工場で選任に必要な者は１名である。 

 従って必置単位や人数等は最小限である。 

（４）基準・視点④ 

【余りにも細分化された資

格の統合・拡大】 

・該当なし 

（理由）資格区分は、公害発生施設毎の設定であ 

 り、施設毎に必要な公害防止技術があるため、 

 統合・拡大の措置は制度の目的に合致しない。 

（５）基準・視点⑤ 

【兼務・統括の許容】 

・該当なし 

（理由）職務が誠実に行える範囲で、兼務等は可 

 能である。 

（６）基準・視点⑥ 

【外部委託の許容】 

・該当なし 

（理由）外部委託を禁じる規定はない。 

（７）基準・視点⑦ ・該当なし 
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【必置資格等の性格や位置

付けの明確化】 

（理由）公害防止管理者制度は、公害の発生源と 

 なる工場内に公害防止組織を整備することによ 

 り、産業公害を未然に防止する目的があり、各 

 種公害規制法をバックアップする措置として明 

 確な位置づけがある。 

（８）基準・視点⑧ 

【実務経験要件の見直し】 

・該当なし 

（理由）資格取得には、国家試験に合格すること 

 が原則的一般的であるが、この国家試験に受験 

 資格は一切なく誰でも受験できるものである。 

 他方、国家試験と同等の資格を取得できる資格 

 認定講習は、国家試験の補完措置として、企業 

 において公害防止管理者として直ちに選任さ 

 れ、職務を果たす立場になる有資格者を養成す 

 るために実施する制度である。従って受講要件 

 としてある一定の実務経験年数を求めていると 

 ころであり、それに満たない者は国家試験によ 

 り資格を取得することが可能である。従って、 

 実務経験要件は合理的な措置と考えている。 

（９）基準・視点⑨ 

【学歴要件の見直し】 

・該当なし 

（理由）資格認定講習において、学歴により実務 

 経験の年数を定めているところだが、この措置 

 は、大学等で、薬学、工学及び化学といった公 

 害防止の業務に関係する学問を修業した者に、 

 その修業年数を実務経験年数に相当するものと 

 して、実務経験年数を短縮する措置であるため、 

 合理的な措置と考えている。 

（10）基準・視点⑩ 

【試験・講習の実施】 

・該当なし 

（理由）国家試験は年１回以上実施することとさ 

 れており、毎年度、全ての資格区分について実 

 施している。 

（11）基準・視点⑪ 

【試験・講習の改善等、資

格取得要件の改善】 

・合否の基準は指定試験機関の試験員が毎年判定

しているところであるが、平成１３年度中に公

表の可否について検討を行う。 

（12）基準・視点⑫ 

【関連・類似資格の統合、

乗り入れ】 

・今後開催される国家試験において、受験者の資 

 格取得にかかる動向や科目別の得点状況等を調 

 査・分析し、基準・視点②における代替手法の 

 導入に関する見直しに併せて、今までの国家試 

 験のレベルを維持しつつ、受験者にとって負担 

 が軽減される方向で、最適な試験科目の共通化 

 や免除のパターンについて検討を行い、平成   

 １５年度中に結論を得る予定。 
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（13）基準・視点⑬ 

【受験資格及び資格取得に

係る特例認定基準の明文

化・公表】 

・該当なし 

（理由）特例措置はない。 

（14）基準・視点⑭ 

【障害を理由とする欠格事

由の見直し】 

・該当なし 

（理由）欠格事由はない。 

（15）基準・視点⑮ 

【資格の有効期間又は定期

講習の義務付けの見直

し】 

・該当なし 

（理由）資格の有効期間及び定期的な講習の義務 

 付けはない。 

（16）基準・視点⑯ 

【委託先民間団体の多様

化】 

・該当なし 

（理由）資格認定講習の実施団体に公益法人要件 

 はなく、又、指定された講習を行う団体が１団 

 体に限られることもない。 

（17）基準・視点⑰ 

【規制の国際的整合化の視

点】 

・該当なし 

（理由）我が国の優れた公害防止技術を海外に技 

 術移転する国際協力事業の中で、類似の制度に 

 ついて調査をしている。 

（18）基準・視点⑱ 

【専任規定の見直し】 

・該当なし 

（理由）専任規定はない。 

 


